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冤
罪
の
概
要 

 
【
被
検
挙
者
】
北
大
生
・
宮
澤
弘
幸
、
北
大
予
科
英
語
教
師
・
レ
ー
ン
夫
妻

（
ハ
ロ
ル
ド
、
ポ
ー
リ
ン
）、
レ
ー
ン
家
お
手
伝
い
・
石
上
茂
子
（
百
日
を
超

え
る
勾
留
の
の
ち
釈
放
）、
北
大
工
学
部
助
手
・
渡
邊
勝
平
、
会
社
員
・
丸
山

護
、
無
職
・
黒
岩
喜
久
雄
（
戦
時
繰
り
上
げ
に
よ
る
北
大
卒
業
直
後
） 

【
残
存
記
録
】
札
幌
地
裁
判
決
＝
丸
山
、
渡
邊
は
原
本
。
他
は
書
写
（
内
務

省
外
事
課
が
部
内
資
料
と
し
て
書
き
写
し
た
も
の
）。
大
審
院
判
決
＝
宮
澤
と

レ
ー
ン
夫
妻
の
原
本
。
他
は
控
訴
権
放
棄
。 

【
容
疑
】
丸
山
、
渡
邊
以
外
は
不
詳
。
丸
山
、
渡
邊
の
判
決
原
本
に
は
「
證

據
」（
証
拠
）「
適
條
」（
罰
条
）
の
記
載
が
あ
り
、
容
疑
と
適
用
さ
れ
た
法
と

刑
の
根
拠
が
明
確
に
推
定
で
き
る
が
、
内
務
省
書
写
で
は
、
證
據
、
適
條
の

両
項
と
も
外
さ
れ
て
い
る
。 

従
っ
て
宮
澤
、
レ
ー
ン
夫
妻
に
つ
い
て
は
、
地
裁
判
決
が
「
事
実
」
と
判

定
し
て
い
る
内
容
と
、
大
審
院
判
決
の
中
の
「
上
告
趣
意
書
引
用
部
分
」（
以

下
「
上
告
趣
意
書
」
）
か
ら
推
測
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
連
の
核
心
と
な
る

宮
澤
関
係
分
を
箇
条
書
き
に
す
る
と
以
下
に
な
る
。 

 

①
軍
事
上
の
秘
密
を
探
知
し
た
罪
（
ａ
海
軍
大
泊
工
事
場
で
の
見
聞
事
項 

ｂ
海
軍
上
敷
香
飛
行
場
で
の
見
聞
事
項 

ｃ
灯
台
船
便
乗
中
に
見
聞
し

た
事
項
） 

 

②
軍
事
上
の
秘
密
を
漏
洩
し
た
罪
（
右
①
の
探
知
事
項
に
加
え
、
た
ま
た

ま
知
得
し
た
軍
事
上
の
秘
密
＝
ａ
陸
海
軍
の
軍
事
講
習
で
知
得
し
た
事

項 

ｂ
中
国
旅
行
で
知
得
し
た
事
項
＝
を
５
回
に
わ
た
っ
て
レ
ー
ン
夫

妻
に
漏
洩
）
。「
知
得
」
行
為
自
体
は
罪
に
は
な
ら
な
い
が
、「
知
得
」
し

た
「
軍
事
秘
密
」
を
漏
洩
す
れ
ば
罪
に
な
る
。 

【
証
拠
】
丸
山
、
渡
邊
の
判
決
原
本
で
の
記
載
、
お
よ
び
上
告
趣
意
書
か
ら

推
測
す
る
と
、
被
告
人
自
白
調
書
以
外
に
法
廷
で
開
示
さ
れ
た
証
拠
は
な
か

っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
自
白
調
書
も
拷
問
に
よ
る
強
制
で
あ
っ
た
こ
と
、

上
告
趣
意
書
に
強
く
示
唆
さ
れ
て
い
る
。 

【
公
判
と
弁
護
側
反
論
】
地
裁
公
判
は
非
公
開
。
そ
の
う
え
起
訴
状
等
も
軍

事
秘
密
事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
法
廷
で
も
開
示
さ
れ
な
か

っ
た
可
能
性
が
高
く
、
公
判
記
録
も
開
示
さ
れ
ず
、
事
実
上
の
暗
黒
裁
判
だ

っ
た
。
（
戦
後
の
黒
岩
回
想
も
こ
れ
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
）
。
大
審
院
は
公

判
を
開
く
こ
と
な
く
「
棄
却
」
し
て
い
る
。 

こ
れ
に
対
し
、
弁
護
側
は
、（
上
告
趣
意
書
に
よ
る
と
）
容
疑
事
項
の
ほ
と

ん
ど
に
つ
い
て
、
事
実
誤
認
、
認
定
錯
誤
を
指
摘
し
、
軍
機
保
護
法
に
規
定

さ
れ
て
い
る
「
軍
事
上
の
秘
密
」
に
は
あ
た
ら
ず
、
同
法
の
規
定
す
る
「
探

知
」「
漏
洩
」
に
も
あ
た
ら
な
い
と
反
論
、
部
分
無
罪
、
適
用
法
の
変
更
、
情

状
酌
量
に
よ
る
刑
の
軽
減
を
主
張
し
て
い
る
。 

【
軍
機
保
護
法
】
盧
溝
橋
事
件
を
起
こ
し
た
１
９
３
７
年
に
抜
本
改
正
さ
れ

ス
パ
イ
厳
罰
法
と
し
て
の
性
格
を
強
く
し
た
。
半
面
、
法
案
審
議
を
通
し
て

法
の
適
用
、
解
釈
は
厳
格
厳
正
に
行
う
こ
と
を
表
明
、 

「
本
法
に
於
て
保
護
す
る
軍
事
上
の
秘
密
と
は
、
不
法
の
手
段
に
依
る
に

非
ざ
れ
ば
之
を
探
知
収
集
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
高
度
の
秘
密
な
る
を
以
て
、

政
府
は
本
法
の
運
用
に
当
り
て
は
須
く
、
軍
事
上
の
秘
密
な
る
こ
と
を
知
り

て
之
を
侵
害
す
る
者
の
み
に
適
用
す
べ
し
」 

と
の
付
帯
決
議
を
以
て
可
決
、
軍
当
局
も
厳
守
を
宣
明
し
て
い
る
。 

【
現
場
の
法
理
無
視
】
右
、「
不
法
の
手
段
」
を
具
体
的
に
示
せ
ば
、
不
法
侵

入
、
窃
盗
、
詐
欺
、
器
物
損
壊
な
ど
、
そ
れ
自
体
が
犯
罪
で
あ
る
行
為
。
従

っ
て
、
軍
機
保
護
法
が
規
定
す
る
探
知
行
為
も
ま
た
、
そ
れ
自
体
、
不
法
行

為
を
伴
っ
た
犯
罪
行
為
と
解
釈
さ
れ
る
。 

と
こ
ろ
が
、
宮
澤
に
科
さ
れ
た
容
疑
は
全
て
、
右
の
不
法
行
為
を
伴
う
こ

と
な
く
平
常
感
覚
で
見
聞
し
た
事
例
（
ａ
学
徒
勤
労
奉
仕
で
出
か
け
た
先
の
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軍
用
工
事
現
場
で
の
見
聞 

ｂ
旅
行
し
た
船
の
上
や
汽
車
の
中
で
聞
か
さ
れ

た
話 

ｃ
軍
が
催
し
誘
い
込
ん
だ
学
生
向
け
軍
事
講
習
会
で
学
ん
だ
知
識
、

等
）
に
過
ぎ
ず
、
判
決
に
お
い
て
も
、
探
知
に
あ
た
っ
て
不
法
行
為
が
あ
っ

た
と
の
判
示
は
な
い
。 

中
で
、
典
型
は
根
室
海
軍
飛
行
場
の
事
例
。
旧
国
鉄
・
根
室
の
駅
に
近
く
、

車
窓
か
ら
も
見
え
、
そ
の
う
え
ア
メ
リ
カ
大
使
館
付
の
海
軍
武
官
の
見
学
に

ま
で
応
じ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
軍
事
機
密
に
指
定
さ
れ
て
い
る
」
と

強
弁
し
、
探
知
対
象
の
一
つ
に
加
え
て
い
る
。 

【
判
決
の
構
造
】
地
裁
判
決
は
、
お
そ
ら
く
は
検
察
側
が
並
べ
立
て
た
で
あ

ろ
う
容
疑
項
目
を
、
そ
の
ま
ま
に
並
べ
、
ま
る
で
起
訴
状
丸
写
し
と
見
紛
う

内
容
（
起
訴
状
は
廃
棄
さ
れ
て
い
て
存
在
し
な
い
）
。
事
実
認
定
の
痕
跡
も
、

法
適
用
可
否
の
判
示
も
、
裁
判
官
と
し
て
の
判
断
根
拠
を
示
す
痕
跡
も
な
く
、

た
だ
羅
列
を
引
き
写
し
て
、
問
答
無
用
に
「
探
知
し
た
」「
漏
洩
し
た
」
と
だ

け
断
じ
て
い
る
。 

大
審
院
判
決
も
、
上
告
趣
意
書
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
、
そ
の
上
で
「
論
旨

總
テ
理
由
ナ
シ
」
と
切
り
捨
て
、
尽
く
却
下
し
て
い
る
。
あ
た
か
も
地
裁
判

決
の
起
訴
状
写
し
を
上
告
趣
意
書
に
代
え
た
観
で
あ
り
、
言
い
分
だ
け
は
聞

い
た
と
い
う
高
飛
車
で
、
反
論
に
正
面
か
ら
応
え
た
も
の
と
は
な
っ
て
い
な

い
。
最
初
か
ら
有
罪
あ
り
き
が
露
骨
に
見
え
る
。 

【
陥
れ
の
推
定
】
当
時
の
北
大
予
科
に
は
、
外
国
人
語
学
教
師
を
囲
み
国
籍

や
人
種
な
ど
の
垣
根
を
外
し
た
文
化
交
流
の
気
風
が
あ
り
、
広
く
門
戸
を
開

い
て
い
た
。
そ
の
中
で
「
心
の
会
」
と
い
う
、
正
に
名
付
け
通
り
の
交
流
会

が
生
ま
れ
、
日
、
独
、
伊
、
仏
、
米
、
中
の
こ
だ
わ
り
な
き
人
と
言
葉
と
文

化
が
集
っ
て
異
彩
を
放
っ
て
い
た
。 

こ
れ
は
戦
争
遂
行
を
目
論
む
国
家
権
力
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
。
外
国

人
教
師
官
舎
の
筋
向
い
に
は
特
高
警
察
の
監
視
溜
ま
り
が
常
設
さ
れ
、
と
り

わ
け
交
戦
国
と
な
る
ア
メ
リ
カ
の
レ
ー
ン
夫
妻
に
は
特
別
の
監
視
が
つ
い
て

い
た
。 

学
生
の
中
で
は
、
宮
澤
は
図
抜
け
て
行
動
範
囲
が
広
く
、
好
奇
心
が
強
く
、

そ
の
う
え
旅
好
き
だ
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
旅
す
が
ら
当
時
は
列
島
随
所
に

あ
っ
た
軍
事
施
設
に
近
づ
く
こ
と
不
思
議
な
く
、
ま
た
軍
事
講
習
な
ど
に
も

進
ん
で
参
加
し
て
い
た
。
こ
の
来
歴
が
探
知
捏
造
に
は
格
好
と
映
り
、
使
わ

れ
た
可
能
性
、
否
定
で
き
な
い
。 

【
判
決
】
一
斉
検
挙
で
拘
禁
さ
れ
た
計
１
２
６
人
（
12
月
８
日
に
１
１
１
人
、

そ
の
後
15
人
）
の
う
ち
有
罪
と
な
っ
た
の
は
、
１
年
後
の
時
点
で
懲
役
18
人
、

禁
固
５
人
、
罰
金
14
人
。
裏
返
す
な
ら
、
い
か
に
罪
な
き
を
検
挙
し
た
か
。

検
挙
し
て
長
期
間
拘
束
す
る
こ
と
自
体
に
目
的
が
あ
り
、
有
罪
無
罪
は
二
の

次
だ
っ
た
。 

【
過
酷
な
罪
刑
】
中
で
、
宮
澤
と
ハ
ロ
ル
ド
が
懲
役
15
年
、
ポ
ー
リ
ン
が
同

12
年
と
い
う
刑
は
他
に
例
な
く
過
酷
に
過
ぎ
る
。
判
決
理
由
に
も
量
刑
に
か

か
る
判
示
は
な
く
、
全
て
推
測
す
る
し
か
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
頑
強
な
否

認
が
強
く
影
響
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。 

３
人
と
も
、
捜
査
段
階
で
は
自
白
調
書
に
押
印
し
た
が
、
公
判
を
通
し
て

否
認
し
た
こ
と
が
、
上
告
趣
意
書
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。
し
か
も
自
白
は

拷
問
に
よ
る
と
示
唆
す
る
文
言
も
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。 

こ
れ
は
戦
争
遂
行
の
国
家
権
力
に
と
っ
て
、
到
底
容
認
で
き
る
こ
と
で
は

な
い
。
仮
に
も
、
国
家
権
力
が
科
し
た
ス
パ
イ
容
疑
が
否
認
さ
れ
た
ま
ま
獄

の
外
に
出
て
は
国
家
の
威
信
に
か
か
わ
り
、
戦
争
遂
行
の
勢
い
を
削
が
れ
る
。

ま
し
て
拷
問
に
堪
え
て
否
認
を
通
し
た
と
な
れ
ば
、
こ
れ
は
容
認
で
き
る
こ

と
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
戦
争
中
は
獄
に
閉
じ
込
め
て
お
く
、
こ
れ
が
至

上
命
令
だ
っ
た
可
能
性
は
拭
え
な
い
。 

 

＊
以
上
、
花
伝
社
刊
『
引
き
裂
か
れ
た
青
春
』
か
ら
要
約
。 

 


